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令和６年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について 

 

 

教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について、別紙のとおり協

議する。 

 

 

 

令和６年７月２４日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



習志野市

令和６年７月２４日(水) 第７回定例教育委員会会議

教育総務課

津田沼小学校

教育に関する事務の管理及び執行状況の
点検及び評価について（令和５年度対象）

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪

点検・評価の法的根拠

1

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管
理及び執行の状況について点検及び評価を行い、
その結果に関する報告書を作成し、議会に提出す

るとともに、公表すること

次に掲げる事務は、教育長に委任することができ
ない。

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。

第２６条

第２５条



習志野市

点検・評価の対象

２

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

習志野市教育振興基本計画

令和５年度習志野市教育行政方針（Plan)

予算の編成
（Action)

事業の実施
（Do)

PDCA
サイクル

教育に関する事務の管理及び執行状況の
点検及び評価（Check)【令和５年度対象】

３

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価の方法

①令和５年度教育行政方針の４５施策ごとに、成果指標に照らして実施



習志野市

４

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価の方法

各小施策の評価基準をもとに
４段階（A～D）で記載

各小施策の達成状況を
３段階（◎〇△）で記載

５

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価の方法

【令和５年度習志野市教育行政方針の評価について】

A・・・指標の達成度が高く、十分に取り組めたもの
B・・・指標の達成度と主な取り組みのいずれかに課題が
あるものの、概ね取り組むことができたもの

C・・・指標の達成度と主な取り組みの双方に課題があり、
概ね取り組めたとは言えないもの

D・・・事業が実施できず、全く取り組めなかったもの

本年度の結果

A…１５施策 （１５施策）
B…２９施策 （３０施策）
C・D…無し （無し）
8月確定…1施策 （ ）は昨年度



習志野市

６

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価の方法

②学識経験者からの意見聴取

氏 名 所 属 等

髙橋 セイ子 氏 前千葉県退職公務員連盟
習志野支部 支部長

槇 英子 氏 淑徳大学教授

第２６条
２

教育委員会は、点検及び評価を行うに当たっ
ては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

７

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価の方法

②学識経験者からの意見聴取

【学識経験者からの御意見について】

①成果指標の設定に関する御意見→検討し、追記・修正

②令和５年度取り組みの記載内容に関する御意見→必要事項を追記

③今後の取り組みに対する御示唆、御意見→令和６年度の点検・評価

次年度の行政方針へ反映

〇令和５年度対象報告書のまとめ

③報告書のまとめ



習志野市

８

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

職員への特別支援教育関連研修の実施(施策4/45)
→特別な支援を必要とする子どもへの教育・保育の向上へ

幼保合同特別研修 学級運営支援事業 支援員研修

講師を招いて特別支援教育に関

する研修を実施。

《研修テーマ》
・インクルーシブな保育に向けた子
ども・保護者の理解と関係づくり
・インクルーシブを考える

・支援を必要とする子どもや集団
生活で困り感を感じている子ど
もについて、特性や支援の方法
を担任等とともに検討
・環境構成や特別支援教育担当
職員との連携について協議

臨床心理士を講師に招き、日常生
活の場面を事例として取り上げ、
グループワークで意見交換をした
り、臨床心理士からの助言を受け
たりして、子どもの理解と支援の方
法について学ぶ

＜学識経験者の御意見から＞
〇支援員研修を成果指標に加えたことは適切である。研修時に研修ニーズや課題を把握する調査等を実施す
ることが望ましい。
〇積極的に特別支援教育の研修を行い、支援を必要とする幼児の支援の向上が図られたことは評価できる。

９

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

弁護士によるいじめ防止研修(施策8/45)
→個人情報の扱い、法に基づいた対応の仕方を学ぶ

＜学識経験者の御意見から＞
〇いじめ防止については、コロナ禍による児童生徒の社会性の育ちに関する課題も指摘されており、弁護士に
よる授業に加え、専門家による「ソーシャルスキル」の学習機会についても検討し、「未然防止」についての具体
策の全校での実施を目標とし、評価を行っていただきたい。

弁護士による教職員向けいじめ防止研修

中学校区ごとに、小中教職員を参集して
実施
・法に基づく適切な対応（法令、事例を踏まえ）
・児童虐待、体罰、法教育、個人情報を含むコン
プライアンス等

令和５年度は小学校２校、中学校１校で実施
令和７年度までに全ての小・中学校で実施予定
・法律の専門家としての知見からのいじめ防止
・いじめが何故いけないのか、いじめを見た場合
にはどうすればよいか等を、事例を通して学ぶ

弁護士による児童生徒向けいじめ防止出張授業



習志野市

１０

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

読書活動の充実とタブレット端末の活用（施策16/45）
→学校電子図書館を活用し、デジタルで文章を読む力を育てる

＜学識経験者の御意見から＞
〇公開等でタブレットを活用して、児童生徒が話し合いを進める授業が増えつつある。電子図書館等を利用
するなど、児童生徒が自分に必要なツールとして活用できるよう、今後も授業での効果的な活用方法を工
夫してほしい。

習志野市学校電子図書館 ナラシド♪ライブラリー

〇国語の授業での学校電子図書館の活用
・教科書教材の作者の他作品や関連図書
を検索して読むことができる
・同じ書籍を、同時に複数で読むことができる
・図書館に行かなくても、教室で適時読む
ことができる （調べ学習もできる）

〇タブレット端末を活用し、個別最適な
学びと協働的な学びの実現を目指す
・自身の興味関心や、進度に合わせて学習を
進める
・グループ内、学級内での端末を使った意見
交流。さらなる広がりへ

1１

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

防災力を高める教育の展開（施策19/45)
→発達段階に合わせ、防災意識を高める

＜学識経験者の御意見から＞
〇いつ災害が来るかわからない現代では、防災教育は喫緊の課題である。藤崎小学校の公開研究会は
大変効果があった。防災教育を市全体で取り組み、市の危機管理課と連携して実施計画プランのモデル
を作成してはどうか。

第二中学校の実践藤崎小学校の実践

〇公開研究会での防災教育
知る・学ぶ 体験する

（専門家による指導） （起震車体験）

生かす
（避難訓練）→

知る・学ぶ＜専門家による指導＞

〇３月１１日に様々な防災体験

簡易食づくり 煙体験 簡易ベッド組み立て

応急手当 消火体験 簡易テント

避難所体操 濾過器づくり 防災グッズづくり
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1２

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

旧大沢家住宅 茅葺屋根の葺き替え(施策28/45)
→平成１６年以来の屋根の修理

＜学識経験者の御意見から＞
〇旧大沢家住宅、旧鴇田家住宅は、市在住の児童生徒にとって貴重な体験学習の場である。催し物の開催
の他、近隣の教育施設で利用できるようにする等、今後も工夫を重ねていただきたい。

〇工事前の屋根の様子
全体的に押茅竹が露出し
劣化が目立つ

〇工事の様子
束ねた茅を取り付け、
刈り込む作業

〇工事後の屋根の様子
右面が表層葺き替えを
行った屋根

1３

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

「あいあい広場」における保護者向け教育相談の実施 (施策35/45)

→児童生徒に加え、保護者同士の交流の場へ

＜学識経験者の御意見から＞
〇公民館を利用しての適応指導教室「フレンドあいあい」の開催は画期的な試みである。
今後も回数を増やしたり開設する公民館を広げたりして継続的に取り組んでほしい。

保護者同士の交流会

・千葉県子どもと親のサポート
センター相談員、指導主事が
コーディネート
・日ごろの悩みや子どもの様
子、どのように乗り越えてき
たのか、経験談を聞く

↓
保護者は、悩みを分かち合い
互いを褒め合うことができた

保護者の個別相談

・総合教育センターの心理士
や相談員に現状を話したり、
進学について相談をしたり
する

↓
保護者は、適切なアドバイス等
を受けることができた

・児童生徒は、カードゲームや
ボードゲームなどの他、風船
や紙飛行機を用いて、複数
の人と関わったり、体を大き
く動かす活動をする

↓
保護者は家庭とは異なる
我が子の姿を見ることが
できた

児童生徒同士の交流活動

「あいあい広場」 ６・９・１０・１１・１月の年５回実施
谷津公民館（2回） 袖ケ浦公民館 袖ケ浦体育館と暁風館 中央公民館
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1４

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

地域とともにある学校づくりの推進 (施策3７/45)

→学校運営協議会・地域学校協働本部の設置

＜学識経験者の御意見から＞
〇学校運営協議会設置によるエビデンスをいかに明らかにするかが今後の課題である。
〇全小中高校学校に学校運営協議会ができたのは画期的であり評価したい。

学校運営協議会 地域学校協働本部

〇地域学校協働本部連絡会議
各校の推進員と地域連携担当
教職員を対象に、年2回実施。
各校の取り組み事例の共有、
推進員同士の交流を図る。

〇地域学校協働活動
＜学習支援＞

・ミシン学習の補助、
・防災学習 等

＜見守り、事務作業＞
・学校のHP更新
・給食ワゴンの見守り 等

〇学校運営協議会 各学校 年４回 実施
【議題の例】

・学校運営方針の承認
・使用教材について協議 →保護者負担軽減
・地域の行事について

→地域行事へ児童生徒が参加
→ボランティア活動を協働で実施

・地域のパトロールについて
→参加した人に腕章を配付する

・地域の防災について
・ICTの利活用について
・学校関係者評価について 等

～こどもセンター内部～

～こどもセンター入口～

1５

習志野市
N a r a s h i n o C i t y点検・評価（概要版から）

新たなこども園の設置と幼稚園の再編 「向山こども園の開園」(施策３９/45)
→保育所機能、在宅子育て家庭も利用できる「こどもセンター機能」を追加

＜学識経験者の御意見から＞
〇こども園の開設率だけでなく、アンケートによる評価が成果指標に加えられたことは適切である。できれば
安全性にとどまらず、教育環境の整備の方向性についても、利用者から示唆を得るとよい。今後も少子化時
代の幼児教育を牽引する存在として、優れた幼児教育を市民に還元し、人的資源を活用していただきたい。

向山こども園 こどもセンター

～こども園正門～

～２階遊戯室～ ～２階廊下～

向山小学校の旧サブグランド
に整備
構造 鉄骨造２階建て
園舎面積 ２０９９㎡

廊下を広くとり、
２階遊戯室とバ
ルコニーがフラ
ットに繋がるな
ど、子どもが過
ごしやすい環境
としている

開館時間
（月～土） 9:00～１６：００
（休館日） 日曜日 祝日

年末年始

こどもセンター専用の入り口
を設けたり、内部も過ごしや
すい環境を整えている。
こどもセンターから直接園庭
に出られる専用の扉もある。
















































































































































































































